
四日市市病院管理規程第２号 

病院事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報

保護条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和５年３月３１日 

四日市市病院事業管理者 金城 昌明 

 

病院事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報

保護条例施行規程の一部を改正する規程 

 

病院事業管理者の所管に係る四日市市情報公開条例施行規程及び四日市市個人情報

保護条例施行規程(平成１７年病院管理規程第９号)の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

○病院事業管理者の所管に係る四

日市市情報公開条例施行規程及

び四日市市個人情報の保護に関

する法律施行規程 

○病院事業管理者の所管に係る四

日市市情報公開条例施行規程及

び四日市市個人情報保護条例施

行規程 

  

第２条 病院事業管理者の所管に係る個

人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）の施行については、

四日市市個人情報の保護に関する法律

施行条例（令和４年四日市市条例第３

３号）に定めるもののほか、四日市市

個人情報の保護に関する法律施行細則

(令和５年四日市市規則第３８号)の例

による。 

第２条 病院事業管理者の所管に係る四

日市市個人情報保護条例（平成１１年

四日市市条例第２５号）の施行につい

ては、四日市市個人情報保護条例施行

規則（平成１２年四日市市規則第７

号）の例による。 

 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 


